
第４６号議案  

 

 

 

   中野区介護保険条例の一部を改正する条例  

 

 

 

 上記の議案を提出します。  

 

 

 

  令和６年３月７日  

 

 

 

          提出者  中野区長   酒 井 直 人     

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

 保険料の基準額等を改めるとともに、介護保険法施行令の改正に伴

い規定を整備する必要がある。   



   中野区介護保険条例の一部を改正する条例  

 

 中野区介護保険条例（平成１２年中野区条例第２９号）の一部を次

のように改正する。  

 第１５条第１項中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度か

ら令和８年度」に、「６８，７１０円」を「７５，２８２円」に改め

る。  

 第１７条第３項中「又は第９号ロ」を「、第９号ロ、第１０号ロ、

第１１号ロ、第１２号ロ又は第１３号ロ」に、「同項各号」を「同項

第１号から第１３号まで」に改める。  

 別表１の項中「１００分の３０」を「１００分の２８．５」に、

「２０，６００円」を「２１，４００円」に改め、同表２の項中「２

４，０００円」を「２６，３００円」に改め、同表３の項中「４４，

６００円」を「４８，９００円」に改め、同表４の項中「５８，４０

０円」を「６３，９００円」に改め、同表５の項中「６８，７００円」

を「７５，２００円」に改め、同表６の項中「又は１６の項⑵」を「、

１６の項⑵、１７の項⑵又は１８の項⑵」に、「７５，５００円」を

「８２，８００円」に改め、同表７の項中「又は１６の項⑵」を「、

１６の項⑵、１７の項⑵又は１８の項⑵」に、「８２，４００円」を

「９０，３００円」に改め、同表８の項中「又は１６の項⑵」を「、

１６の項⑵、１７の項⑵又は１８の項⑵」に、「９２，７００円」を

「１０１，６００円」に改め、同表９の項中「又は１６の項⑵」を「、

１６の項⑵、１７の項⑵又は１８の項⑵」に、「１０３，０００円」

を「１１２，９００円」に改め、同表１０の項中「又は１６の項⑵」

を「、１６の項⑵、１７の項⑵又は１８の項⑵」に、「１００分の１

７０」を「１００分の１８０」に、「１１６，８００円」を「１３５，

５００円」に改め、同表１１の項中「又は１６の項⑵」を「、１６の



項⑵、１７の項⑵又は１８の項⑵」に、「１００分の２００」を「１

００分の２１０」に、「１３７，４００円」を「１５８，０００円」

に改め、同表１２の項中「又は１６の項⑵」を「、１６の項⑵、１７

の項⑵又は１８の項⑵」に、「１００分の２３０」を「１００分の２

４０」に、「１５８，０００円」を「１８０，６００円」に改め、同

表１３の項中「又は１６の項⑵」を「、１６の項⑵、１７の項⑵又は

１８の項⑵」に、「１００分の２６０」を「１００分の２７０」に、

「１７８，６００円」を「２０３，２００円」に改め、同表１４の項

中「又は１６の項⑵」を「、１６の項⑵、１７の項⑵又は１８の項⑵」

に、「１００分の３００」を「１００分の３１０」に、「２０６，１

００円」を「２３３，３００円」に改め、同表１５の項中「又は１６

の項⑵」を「、１６の項⑵、１７の項⑵又は１８の項⑵」に、「１０

０分の３５０」を「１００分の３６０」に、「２４０，４００円」を

「２７１，０００円」に改め、同表１６の項中「部分を除く。）」の

次に「、１７の項⑵又は１８の項⑵」を加え、「１００分の３６０」

を「１００分の３７０」に、「２４７，３００円」を「２７８，５０

０円」に改め、同表１７の項中「１６の項」を「１８の項」に、「１

００分の３８０」を「１００分の５００」に、「２６１，０００円」

を「３７６，４００円」に改め、同項を同表１９の項とし、同表１６

の項の次に次のように加える。  

１７  次のいずれかに該当する

者  

⑴  合 計 所 得 金 額 が ４

０，０００，０００円

未満である者であり、

かつ、１の項から１６

の項までのいずれにも

１００分の３９０ ２９３，５００円 



該当しないもの  

⑵  要保護者であって、

その者が課される保険

料額についてこの項の

区分による額を適用さ

れたならば保護を必要

としない状態となるも

の（令第３９条第１項

第１号イ（⑴に係る部

分を除く。）又は１８

の項⑵に該当する者を

除く。）  

１８  次のいずれかに該当する

者  

⑴  合 計 所 得 金 額 が ５

０，０００，０００円

未満である者であり、

かつ、１の項から１７

の項までのいずれにも

該当しないもの  

⑵  要保護者であって、

その者が課される保険

料額についてこの項の

区分による額を適用さ

れたならば保護を必要

としない状態となるも

の（令第３９条第１項

１００分の４５０ ３３８，７００円 



第１号イ（⑴に係る部

分を除く。）に該当す

る者を除く。）  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  改正後の第１５条第１項、第１７条第３項及び別表の規定は、令

和６年度以後の年度分の保険料について適用し、令和５年度以前の

年度分の保険料については、なお従前の例による。  


